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次期計画案（新） 現行計画（旧） 主な変更理由 

 

１ 保険料水準の統一について 

 

国のガイドライン（厚生労働省保険局長通知「国民健康保険における納付金 

及び標準保険料率の算定方法について」）等では、市町村間の保険料（税）の 

違いなど市町村国保が抱える構造的な課題に対応し、負担の公平化を進めるた 

め、将来的に保険料水準の統一（同一都道府県内において、同じ所得水準、同 

じ世帯構成であれば、同じ保険料水準）を目指すこととしており、国民健康保 

険法の改正により、都道府県国民健康保険運営方針において、保険料水準の平 

準化に関する記載を義務づけています。 

 

（１）保険料水準の統一等の定義 

全道どこに住んでいても同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険料負担 

となるよう、市町村が定める保険料率を道が示す全市町村統一の標準保険料 

率（以下「統一保険料率」という。）と同率とすることをもって、「保険料 

水準の統一」と定義します。 

   なお、納付金算定に当たってα=0（年齢調整後の医療費水準を反映させな 

い）とすること（第３章第４節及び第３章第７節１②参照）により、全道で 

納付金の配分基準が統一されることをもって「納付金ベースの統一」と定義 

し、納付金ベースの統一後、保険料水準の統一までの過程を「保険料水準の 

準統一」と定義します。  

 

（２）保険料水準の統一に向けた基本的考え方 

国保制度は、納付金制度の導入により、全道の被保険者の医療費等を全市 

町村で負担する仕組みになりました。しかし、市町村ごとの医療費水準を納 

付金算定に反映する仕組みでは、小規模市町村ほど医療費の増加が保険料 

（税）負担に与える影響が大きくなるリスクが高まることから、令和６ 

（2024）年度以降、納付金ベースの統一を実施することとします。 

 こうした納付金ベースの統一や、医療費適正化に向けた取組によって、被 

保険者の将来的な保険給付の確保や急激な保険料（税）負担の増加抑制が図 

 

１ 保険料水準の統一について 

 

国のガイドライン（厚生労働省保険局長通知「国民健康保険における納付金 

及び標準保険料率の算定方法について」）では、市町村間の保険料（税）の違 

いなど市町村国保が抱える構造的な課題に対応し、負担の公平化を進めるた 

め、将来的に保険料水準の統一を図ることとされています。 

 

 

 

 

（１）保険料水準の統一の定義 

小規模市町村における保険料（税）負担増加のリスクを軽減するととも 

に、負担の公平化を進めるため、納付金算定上、市町村間の医療費水準の差 

を反映しない（α＝０）こととします。（第３章第４節及び第３章第８節２ 

②参照） 

これにより、納付金算定が賦課三方式（所得割と均等割、平等割を加えた 

ものの合算額で保険料（税）を算定する方式）の要素のみとなり、全道で納 

付金の配分基準が統一されます。このことをもって、保険料水準の統一と定 

義します。 

 

 

（２）保険料水準の統一に向けた基本的考え方 

国保制度は、納付金制度の導入により、全道の被保険者の医療費等を全市 

町村で負担する仕組みになりました。しかし、市町村ごとの医療費水準を納 

付金算定に反映する仕組みでは、小規模市町村ほど医療費の増加が保険料 

（税）負担に与える影響が大きくなるリスクが高まることから、医療費水準 

を納付金算定に反映させない仕組み（保険料水準の統一）を講じ、安定的な 

国保制度の運営を図ります。 

また、安定的な国保制度の運営には、医療費適正化に向けた取組が重要で 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○法改正に伴い修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
○納付金算定に医療費水準差
を反映しない「保険料水準の
統一」と市町村標準保険料率
が全市町村一致する「統一保
険料」の二つの定義があり、
道の目指す姿が理解しづらい
ため修正 
○「保険料水準の統一」の定
義を見直したため修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○下記「２（２）統一保険料
率を目指す理由」と統合する
ため記載 
○上記「（１）保険料水準の
統一等の定義」で定義した保
険料水準の統一の目標年度等
を記載 
○保険料水準の統一に向け
て、今後共通化への検討が必
要となるため、交付金活用の
記載は下記「２（３）市町村
個別の歳入･歳出の共通化」
に統合 
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られ、持続可能で安定的な国保制度が見込まれます。 

 これらはすべての被保険者への公平な受益となるものであり、対価となる 

保険料（税）も能力に応じた公平な負担が必要です。 

   しかし、納付金ベースの統一達成後も、被保険者が負担する保険料（税） 

は、賦課方式等の違いや、市町村間の個別歳入・歳出の違い、収納率差等に 

よって、同一所得・同一世帯構成であっても、市町村ごとに異なることか 

ら、令和 12（2030）年度を目途に保険料水準の統一を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あり、その取組を進めるに当たっては、保険者努力支援制度（都道府県分） 

交付金や北海道国民健康保険保険給付費等交付金（特別交付金）（以下「道 

特別交付金」という。）を効果的に活用します。 

 

 

 

 

 

２ 保険料（税）率の統一について 

 

（１）保険料（税）率の「統一」の定義について 

保険料水準を統一し、安定的な国保運営のための取組が市町村間で平準化 

し、全市町村の標準保険料率が同一となることをもって保険料（税）率の統 

一（以下「統一保険料率」という。）と定義します。 

なお、保険料水準の統一後、統一保険料率となるまでの過程を保険料 

（税）の準統一と定義します。 

 

（２）統一保険料率を目指す理由 

納付金制度の導入及び保険料水準の統一、並びに医療費適正化の取組（以 

下「保険料水準の統一等の取組」という。）により、持続可能な安定的な国 

保運営が見込まれ、被保険者の将来的な保険給付の確保や急激な保険料 

（税）負担の増加抑制が図られるとともに、全道の被保険者の受益に繋がり 

ます。しかし、保険料水準の統一後においても、被保険者が負担する保険料 

（税）は、収納率や保健事業の差等によって、同一所得・同一世帯構成であ 

っても、市町村ごとに異なります。 

保険料水準の統一等の取組によって得られる被保険者の受益は同じである 

ことから、保険料（税）負担においても負担能力に応じた公平な負担が必要 

です。 

全国的な動向についても、令和元年６月に閣議決定された「経済財政運営 

と改革の基本方針 2019」、いわゆる骨太の方針においても、「人生 100年時 

○市町村意見及び下記「２ 
保険料水準の統一に向けた課
題」と整合性を合わせ修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○上記「（１）保険料水準の
統一等の定義」で道の目指す
姿を明記し、統一保険料率の
算定について記載したため削
除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○上記「（２）保険料水準の
統一に向けた基本的考え方 
」に統合するため削除 
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２ 保険料水準の統一に向けた課題 

 

保険料水準の統一に向けて、次の課題があります。 

 

 

 

 

 

 

（１）資産割の廃止 

統一保険料率における賦課方式は、所得割・均等割・平等割の３つを要素 

とする、いわゆる三方式に統一します。そのため、資産割を賦課している市 

町村は、将来に向け資産割の廃止が必要ですが、それによって被保険者の保 

険料（税）負担に急激な影響があることが想定されるため、令和８（2026） 

年度までを経過期間とし、令和９（2027）年度から三方式の統一を目指しま 

す。 

 

（２）賦課限度額の統一 

負担能力に応じて公平に保険料（税）を負担するとの観点から、法定額に 

統一することが必要です。 

 

（３）市町村個別の歳入・歳出の共通化 

代に対応した全世代型の社会保障制度を構築し、世界に冠たる国民皆保険」 

の維持を目指すと明記されています。さらに、「国保の都道府県内保険料水 

準の統一や収納率の向上など受益と負担の見える化に取り組む都道府県の先 

進・優良事例について全国展開を図る」との記述から、被保険者間の負担の 

公平化への取組が全国的に必要であるとの認識がうかがえます。 

こうしたことから、保険料水準の統一にとどまらず、次の３のとおり統一 

保険料率を目指します。 

 

３ 統一保険料率に向けて 

 

概ね 2030（令和 12）年度を目途に統一保険料率を目指します。統一保険料率 

に向けて、次の課題があります。 

 

（１）保険料水準の統一 

2023（令和５）年度までに必要な取組を行い、2024（令和６）年度から実 

施します。 

 

（２）資産割の廃止 

統一保険料率における賦課方式は、市町村標準保険料率に用いている所得 

割・均等割・平等割の３つを要素とする、いわゆる三方式に統一します。そ 

のため、資産割を賦課している市町村は、将来に向け資産割の廃止が必要で 

すが、それによって被保険者の保険料（税）負担に急激な影響があることが 

想定されるため、2026（令和８）年度までを経過期間とします。 

 

 

（３）賦課限度額の統一 

負担能力に応じて公平に保険料（税）を負担するとの観点から、法定額に 

統一することが必要です。 

 

（４）市町村個別の歳入・歳出の共通化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○令和６年度には「（１）保
険料水準の統一」達成予定の
ため修正及び削除 
 
 
 
 
 
 
○目標年度の記載が上記
「（２）保険料水準の統一に
向けた基本的考え方」と重複
しているため削除 
 
 
 
 
○付番の調整 
○記載不要箇所の削除 
 
 
 
 
 
 
 
○資産割廃止時期が令和８年
度か令和９年度かわかりづら
いため修正 
 
 
 
○付番の調整 
 
 
 
 
 
 
○付番の調整 
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保険料水準の統一後は、安定した国保制度の運営のための費用は全道の被 

保険者で負担し、交付金は全道の被保険者の負担抑制のために使用するた 

め、市町村個別の歳入・歳出の共通化が必要であり、それらの費用と課題は 

次のとおりです。また、保険料水準の統一に向けては、こうした共通化によ 

る被保険者の保険料(税)負担の急激な激変を緩和するため、令和９(2027)年 

度を目途に原則全項目の共通化（一部インセンティブ交付分等を除く）を実 

施し、令和 12(2030)年度に向け安定的な保険料(税)率設定が可能となるよ 

う、一定の納付金調整の実施について検討してまいります。 

  【歳入】 

  （ア）国の特別調整交付金及び保険者努力支援制度交付金（市町村分） 

  （イ）保険者努力支援制度交付金（道交付分） 

  （ウ）都道府県繰入金（２号分）＊ 

   安定的な国保制度の運営には、医療費適正化に向けた取組が重要であり、

その取組に当たっては、当面の間、上記（ア）から（ウ）の歳入（インセン

ティブ交付分）を効果的に活用することとしますが、今後、共通化に向けた

具体的方法とその時期を検討する必要があります。 

   なお、財政安定化支援事業については、国民健康保険財政の健全化と保険

料(税)負担の平準化に資するための一般会計繰出に要する経費であり、負担

能力が特に不足していること及び高齢者が多いことに着目して地方財政措置

で支援する事業であることから、その事業趣旨及び納付金への影響を考慮

し、納付金ベースの統一(α=0)及び所得反映係数βを北海道βに設定する

令和６年度納付金算定に併せ 10割ベースにより共通化を実施します。 

【歳出】 

   （ア）地方単独事業＊減額調整分 

各市町村が、重度障がい、ひとり親の経済的負担を軽減するための事業を 

行っている場合、国庫負担金が減額調整され、その金額は市町村の事業の内 

容によって異なり、被保険者の保険料（税）負担額に影響します。 

 

統一保険料率に向けてどのように費用を共通化するかについて検討する必 

要があります。 

保険料水準の統一後は、安定した国保制度の運営のための費用は全道の被 

保険者で負担し、交付金は全道の被保険者の負担抑制のために使用するた 

め、市町村個別の歳入・歳出の共通化が必要であり、それらの費用と課題は 

次のとおりです。 

 

 

 

 

  【歳入】 

  （ア）国の特別調整交付金及び保険者努力支援制度交付金（市町村分） 

  （イ）保険者努力支援制度交付金（道交付分） 

  （ウ）都道府県繰入金（２号分）＊ 

   上記（ア）から（ウ）の歳入は、当面、医療費適正化に向けて効果的に活

用することとします（第３節１（２）参照）が、今後、共通化に向けた具体

的方法とその時期を検討する必要があります。 

上記以外の歳入項目については、納付金及び標準保険料率算定の仕組みに 

基づき、市町村個別の実態を踏まえた統一的な算定方法を検討する必要があ 

ります。 

 

 

 

 

【歳出】 

   （ア）地方単独事業＊減額調整分 

各市町村が、重度障がい、ひとり親、乳幼児（未就学児を除く）の経済的 

負担を軽減するための事業を行っている場合、国庫負担金が減額調整され、 

その金額は市町村の事業の内容によって異なり、被保険者の保険料（税）負 

担額に影響します。 

統一保険料率に向けてどのように費用を共通化するかについて検討する必 

要があります。 

 
 
 
 
 
 
○これまでの議論を踏まえ、
令和９年度原則公費共通化の
実施と納付金調整について記
載 
 
 
 
 
 
 
○これまでの議論を踏まえ、
財政安定化支援事業について
α=0･北海道βに併せ、令和
６年度からの共通化について
記載 
○上記「（２）保険料水準の
統一に向けた基本的考え方 
」に記載の内容を統合 
○上記「（３）市町村個別の
歳入・歳出の共通化」の記載
に合わせてインセンティブ交
付分であることを明示 
○「上記以外の～」は上記
「（３）市町村個別の歳入・
歳出の共通化」の記載と重複
するため削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○国において、子どもの医療
費助成の財政負担を軽減する
方針から、補助金減額措置が
廃止されるため修正 
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  （イ）保健事業費・特定健診等に要する費用 

 現状、各市町村が実施している保健事業に要する費用は、事業内容の違い 

等によって異なっていることから、保険料水準の統一が図られた際の保健事 

業のあり方や費用負担のあり方について検討します。 

 

 

（ウ）保険料（税）減免に要する費用 

誰にでも一時的に保険料（税）を納めることができない事情は起こり得る 

ことから、その負担軽減に要する費用の算定を全道で共通化することが必要 

です。 

現状、各市町村が条例の定めで行っている保険料（税）減免の運用には差 

があり、それに要する費用も異なっており、算定方法等を共通化するための 

枠組を検討します。 

 

（４）市町村間の収納率による保険料負担差の公平化 

北海道全体の収納率は年々向上していますが、依然として市町村間の収納 

率の差は７ポイント以上の開きがあります（令和３年度：最高収納 100％、 

最低収納率 92.02％）。市町村間の収納率の差は、被保険者間の保険料 

（税）負担の差に繋がることから、収納事務の平準化及び収納率の向上によ 

る収納率差の縮小に資する取組が必要です。 

また、加入者負担の公平化に向け、各市町村の収納事務を平準化した上 

で、なお残る収納率差による保険料負担差については、全道で公平化するこ 

とを目指します。 

 

（５）決算補填等目的の法定外繰入の解消 

納付金制度においては、市町村の法定外繰入の有無によって被保険者の保 

険料（税）負担額に不均衡が生ずることから、法定外繰入を解消することが 

必要です。 

法定外繰入の解消に向けては、「第２章第３節 ２赤字解消・削減の取組 

や目標年次の設定の方法」に記載した取組を進めていきます。 

  （イ）保健事業費・特定健診等に要する費用 

医療費適正化に向けた取組として、全道の被保険者の保険料（税）負担の 

抑制が図られることから、費用負担を全道で共通化することが必要です。現 

状、各市町村が実施している保健事業に要する費用は、事業内容の違い等に 

よって異なっていることから、費用の算定方法や具体的な取組内容について 

検討します。 

（ウ）保険料（税）減免に要する費用 

誰にでも一時的に保険料（税）を納めることができない事情は起こり得る 

ことから、その負担軽減に要する費用の算定を全道で共通化することが必要 

です。 

現状、各市町村が条例の定めで行っている保険料（税）減免の運用には差 

があり、それに要する費用も異なっており、算定方法等を共通化するための 

枠組を検討します。 

 

（５）市町村間の収納率の差の縮小 

北海道全体の収納率は年々向上していますが、依然として市町村間の収納 

率の差は 10ポイント以上の開きがあります（平成 30年度：最高収納率 

100％、最低収納率 89.83％）。市町村間の収納率の差は、被保険者間の保険 

料（税）負担の差に繋がることから、収納率の底上げを行い、差を縮小する 

ことが必要です。 

 

 

 

 

（６）決算補填等目的の法定外繰入の解消 

納付金制度においては、市町村の法定外繰入の有無によって被保険者の保 

険料（税）負担額に不均衡が生ずることから、法定外繰入を解消することが 

必要です。 

法定外繰入の解消に向けては、「第２章第３節 ２赤字解消・削減の取組 

や目標年次の設定の方法」に記載した取組を進めていきます。 

 
○保健事業については、令和
12年度以降、全道での平準
化に加え、市町村独自の取組
も認められると整理されてお
り、今後 WGで事業のあり方
や内容、経費負担について議
論することとなっていること
から、その趣旨を表現するた
め修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○付番の調整 
○時点修正 
○市町村意見及び「第４章 
保険料（税）の徴収の適正な
実施 第１節 目指す姿・第
４節 加入者負担の公平化に
向けた取組」と整合性を合わ
せ修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○付番の調整 
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３ 保険料率算定における応能・応益割合の変更 

 

保険料水準の統一によって生じる被保険者負担の激変を緩和するためには、 

今後、市町村が、道の示す市町村標準保険料率算定の基礎となった応能割額の 

割合と応益割額の割合に段階的に合わせていくことが必要です。 

 

 

４ 統一保険料率に合わせた条例の改正 

 

  市町村が定める保険料(税)率は、令和 12（2030）年度以降、原則、統一保険 

料率と同率とするため、市町村においては、統一保険料率に合わせた条例の改 

正が必要です。 

  なお、これによる事務負担の軽減に資する市町村支援について検討します。 

 

第４節 納付金の算定方法 

 

納付金制度は、全道の被保険者の医療費等を全市町村で負担する仕組みです。

その導入により、市町村ごとではなく広域な単位で支え合うことになり、保険料

（率）の平準化や小規模保険者のリスク分散がなされ、道全体で、被保険者の公

平な負担へと近づいていきます。 

納付金の算定方法は、国のガイドラインに示された算定方式（31頁参照）を基

本とし、各市町村の納付金は、市町村の算定項目（所得、被保険者数・世帯数）

が全道に占める割合（シェア）を基本に個別に算定されます。 

なお、納付金については、道の国民健康保険条例に規定されますが、各項目の

基本的考え方については、次のとおりとします。 

   

１ 応能割と応益割との構成割合（所得反映係数βの設定）等 

 

（１）所得反映係数βの設定 

 

４ 保険料率算定における応能・応益割合の変更 

 

被保険者間の負担の公平化を進めるにあたり、統一保険料率となった際に生 

じる被保険者負担の激変を緩和するためには、今後、市町村が、道の示す市町 

村標準保険料率算定の基礎となった応能割額の割合と応益割額の割合に段階的 

に合わせていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 納付金の算定方法 

 

納付金制度は、全道の被保険者の医療費等を全市町村で負担する仕組みで 

す。その導入により、市町村ごとではなく広域な単位で支え合うことになり、 

保険料（率）の平準化や小規模保険者のリスク分散がなされ、道全体で、被保 

険者の公平な負担へと近づいていきます。 

納付金の算定方法は、国のガイドラインに示された算定方式（32頁参照）を 

基本とし、各市町村の納付金は、市町村の算定項目（所得、被保険者数・世帯 

数）が全道に占める割合（シェア）を基本に個別に算定されます。 

なお、納付金については、道の国民健康保険条例に規定されますが、各項目 

の基本的考え方については、次のとおりとします。 

   

１ 応能割と応益割との構成割合（所得反映係数βの設定）等 

 

（１）所得反映係数βの設定 

 
 
○付番の調整 
 
 
 
○保険料水準の統一の定義変
更に伴い修正 
 
 
 
 
 
 
 
○保険料水準の統一の定義変
更に伴い記載 
 
 
 
 
 
 
 
 
○市町村事務負担軽減に資す
る市町村支援について記載 
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βは所得のシェアをどの程度反映するかを調整し、全道での応能割と応益 

割との構成割合を定める係数であり、全国平均を１とした場合の北海道の所 

得水準で設定することが国のガイドラインで原則とされています。（この場 

合の設定値を「北海道β」といいます。） 

道の場合、所得水準が全国平均よりも低くなっており、北海道β（国が示 

した令和５年度所得係数では 0.913）を用いると、応能割と応益割との構成 

割合が全道段階では 48：52となります（※）。 

 

※所得水準が全国平均である都道府県（β＝１）においては、応能割と応 

益割との構成割合が都道府県段階で政令の標準構成割合と同じ 50：50にな 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）所得水準の算定 

   所得水準の算定に用いる所得は、過去３か年の平均を用いることとしま

す。 

   なお、国のガイドラインに沿った納付金の算定方法に加え、市町村ごとに 

世帯単位の所得に応じた調整を行うこととします。 

βは所得のシェアをどの程度反映するかを調整し、全道での応能割と応益 

割との構成割合を定める係数であり、全国平均を１とした場合の北海道の所 

得水準で設定することが国のガイドラインで原則とされています。（この場 

合の設定値を「北海道β」といいます。） 

道の場合、所得水準が全国平均よりも低くなっており、北海道β（国が示 

した令和２年度所得係数では 0.893）を用いると、応能割と応益割との構成 

割合が全道段階では 47：53となります（※）。 

 

※所得水準が全国平均である都道府県（β＝１）においては、応能割と応 

益割との構成割合が都道府県段階で政令の標準構成割合と同じ 50：50にな 

る。 

 

国のガイドラインでは、上記のβ以外の値の係数β’を用いることも可能 

とされており、この場合、応能割と応益割との構成割合が変わることになり 

ます。 

道では、所得水準が高い市町村における保険料（税）の激変を緩和する観 

点から、制度施行時においては、応能割の割合を北海道βよりも低い割合に 

設定することとし、応能：応益の比率が 40：60よりも応益にかたよらない値 

0.75をβ’として設定したところですが、保険料（税）や激変緩和措置等の 

状況を踏まえ、β’＝0.75を北海道βに近づけていくこととし、令和３年度

以降の納付金算定では、現行のβ’＝0.75と北海道βの中間値であるβ’＝ 

0.82を基本とします。 

なお、北海道βに向けた具体的な進め方は３年ごとの運営方針の見直しの 

中で検討します。 

 

（２）所得水準の算定 

   所得水準の算定に用いる所得は、過去３か年の平均を用いることとしま

す。 

   なお、国のガイドラインに沿った納付金の算定方法に加え、市町村ごとに 

世帯単位の所得に応じた調整を行うこととします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○令和５年度納付金（令和４
年度算定）による国通知（確
定係数）に基づき修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○令和６年度納付金より北海
道βによる算定を行う（β’
は必要ない）ことから削除 
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２ 応益割における均等割と平等割との賦課割合 

 

  市町村標準保険料率の均等割と平等割の賦課割合は、道内市町村の実態に即

した（平均的な）割合である（30：20）を基本に設定します。 

 

 

 

３ 医療費水準の反映割合（αの設定） 

 

国のガイドラインでは、市町村間で医療費水準に差がある場合、年齢調整後 

の医療費指数を各市町村の納付金に反映させること（α＝１）や、統一的な保 

険料水準とする観点から医療費指数を反映させないこと（α＝０）が可能とさ 

れています。 

 

  道では、市町村では抑制できない医療費急増等のリスクを分散させ、今後の 

保険料（税）負担の増加を緩やかにすることで安定的な国保制度の維持を図る 

観点から、令和６年度から納付金配分に医療費水準を反映しないこと（α＝ 

０）とします。 

   

 

 

４ 高額医療費＊の共同負担 

 

小規模保険者のリスクを更に軽減させる観点から、高額医療費（80万円超） 

を市町村が共同負担することとします。 

  

５ 必要総額の調整（γの設定） 

 

  γは、各市町村の納付金額の積み上げが医療費水準などの影響で道の必要総 

 

２ 応益割における均等割と平等割との割合 

 

  市町村標準保険料率の均等割と平等割との割合は、旧政令の標準的な構成割

合（35：15）を基本に設定したところですが、2021（令和３）年度以降につい

ては、市町村の保険料率における均等割と平等割の割合も勘案した数値を基本

に設定することとし、具体的な割合については、検討・協議します。 

 

３ 医療費水準の反映割合（αの設定） 

 

国のガイドラインでは、市町村間で医療費水準に差がある場合、年齢調整後 

の医療費指数を各市町村の納付金に反映させること（α＝１）が原則とされて 

いるほか、統一的な保険料水準とする観点から医療費指数を反映させないこと 

（α＝０）や、医療費指数の納付金への反映を段階的に行うことが可能とされ 

ています。 

  道では、市町村では抑制できない医療費急増等のリスクを分散させ、今後の 

保険料（税）負担の増加を緩やかにすることで安定的な国保制度の維持を図る 

観点から、令和６年度から納付金配分に医療費水準を反映しないこと（α＝ 

０）とします。 

  なお、それまでの間（令和３年度～令和５年度）は引き続きα＝0.5としま 

す。 

 

４ 高額医療費＊の共同負担 

 

小規模保険者のリスクを更に軽減させる観点から、高額医療費（80万円超） 

を市町村が共同負担することとします。 

  

５ 必要総額の調整（γの設定） 

 

  γは、各市町村の納付金額の積み上げが医療費水準などの影響で道の必要総 

 
 
○令和３年度納付金より均等
割：平等割＝30：20で算定
しているため修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○国ガイドラインに合わせ修
正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○令和６年度納付金算定より
（α＝0）とする予定のため
削除 
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額と異なる場合、必要総額に合わせるための調整係数であり、この係数を用い 

て各市町村の納付金額の調整を行います。 

 

６ 賦課限度額 

 

  賦課限度額は、道内では政令に定める基準どおりとしている市町村が８割以 

上となっており、公平な算定という観点からも、当該基準による賦課限度額で 

設定します。 

 

７ 納付金の精算 

 

  市町村の国保運営の安定化のため、道と各市町村とが、個別に精算を行うこ 

とはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

額と異なる場合、必要総額に合わせるための調整係数であり、この係数を用い 

て各市町村の納付金額の調整を行います。 

 

６ 賦課限度額 

 

  賦課限度額は、道内では政令に定める基準どおりとしている市町村が８割以 

上となっており、公平な算定という観点からも、当該基準による賦課限度額で 

設定します。 

 

７ 納付金の精算 

 

  市町村の国保運営の安定化のため、道と各市町村とが、個別に精算を行うこ 

とはありません。 

 

第５節 激変緩和措置 

 

納付金制度の導入により、一部の市町村においては、各市町村が本来集めるべ 

き一人当たり保険料（税）（保険料収納必要額）が変化し、保険料（税）が上昇

する可能性があります。このため、納付金算定結果や国の財政支援の状況等を踏

まえ、国のガイドラインで示された激変緩和措置について、対象範囲等を設定し

ます。 

ただし、納付金の算定及び配分において赤字に対する措置は行わず、また、被

保険者の保険料（税）負担上昇に伴う激変緩和措置において、赤字を解消するこ

とによる保険料（税）負担の変化相当分や医療費の自然増分等は対象としないこ

とを基本とします。 

なお、激変緩和措置の実施期間は、平成 30年度から令和５年度までの６年間を

基本とし、３年ごとの運営方針の見直しの中で検討します。その中で、激変緩和

終了後の納付金制度の安定化に必要な対策や施行時では想定されなかった事案等

についても、市町村に大きな影響が出ないよう対応していくこととします。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○令和５年度納付金をもって
激変緩和措置が終了予定のた
め削除 
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第５節 標準的な保険料（税）の算定方式 

 

道は、将来的な保険料負担の平準化と標準的な被保険者負担の見える化を進め

る観点から、「標準的な保険料（税）の算定方式に基づく市町村ごとの標準保険

１ 納付金算定方法の設定 

 

  国のガイドラインでは、各市町村の年齢調整後の医療費指数に乗じる「α」 

や、所得水準を反映する「β又はβ’」を調整して設定することが可能となっ 

ており（第４節１及び３参照）、現行の保険料（税）設定との激変を緩和する 

観点などから、αの設定値については令和３年度～令和５年度は 0.5とし、 

β’の設定値については北海道βよりも低い 0.82を基本とします。また、激変 

緩和措置の状況を踏まえ、北海道βに近づけていくことを目指します。なお、 

具体的な進め方については、３年ごとの運営方針の見直しの中で検討します。 

 

２ 国の特別調整交付金等の活用 

 

市町村ごとの状況に応じたきめ細やかな対応を行うため、国の特別調整交付 

金等による激変緩和措置を講じます。 

この激変緩和措置は、被保険者の負担の急激な増加を避けるため、一人当た 

り保険料収納必要額の対前年度増加率が２％を超えた分を対象とします。ただ 

し、当分の間、増加率の設定に当たっては、平成 28年度決算額を基準とし、付 

金の算定や特例基金の額などを踏まえて判断する必要があります。 

 

３ 特例基金繰入の活用 

 

法で定める特例基金の活用可能期間は、平成 30年度から令和５年度までの６ 

年間となっており、道においては、各年度の納付金の状況を踏まえながら、期 

間内に効果的に活用することとします。 

 

第６節 標準的な保険料（税）の算定方式 

 

道は、将来的な保険料負担の平準化と標準的な被保険者負担の見える化を進め

る観点から、「標準的な保険料（税）の算定方式に基づく市町村ごとの標準保険

 
○令和６年度納付金よりα＝
0，北海道βとする予定のた
め削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○令和６年度納付金をもって
激変緩和措置に係る国特別調
整交付金が終了予定のため削
除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○特例基金廃止に伴い削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○付番の調整 
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料率」と「各市町村の算定方式を基に算定した保険料率」とを示すこととしま

す。 

また、市町村標準保険料率では、各市町村の所得水準に応じた構成割合（応能

割：応益割）となり、市町村間で保険料（税）が同程度に近づくことから、市町

村はその構成割合、賦課方式（三方式）を参考に、所得や被保険者数、世帯状況

など、それぞれの状況に応じた保険料率を定めることとします。 

 

１ 標準的な保険料（税）の算定方式 

 

かつては資産を有する農林水産業及び自営業者が国保の被保険者の中心でし 

たが、現在は就業構造が変化し、無職者や低所得者が多いこと、また、応能負 

担である資産割に用いる固定資産は居住用資産も対象としていることから、資 

産割を除いた三方式とします。 

 

２ 標準的な収納率 

 

標準的な収納率は、市町村における収納率目標とは異なり、道が市町村標準 

保険料率を算定するに当たっての基礎となる数値です。 

仮に実態よりも大幅に高い収納率で市町村標準保険料率を算定した場合に 

は、その市町村標準保険料率を参考にした市町村は、本来必要な保険料（税） 

収入を確保することができなくなるおそれがあります。 

このため、標準的な収納率の設定については、道内市町村の収納率の実態を 

踏まえた実現可能な水準とし、低い収納率になりすぎないようにしながら、市 

町村ごとに設定することとします。 

具体的には、過去３か年の収納率の平均値を標準的な収納率とします。ま 

た、３か年平均の実績で 99％を超えている市町村については、99％で固定する 

ことを原則とし、必要に応じて個別に協議を行うこととします。 

 

３ 健康づくりの費用 

 

料率」と「各市町村の算定方式を基に算定した保険料率」とを示すこととしま

す。 

また、市町村標準保険料率では、各市町村の所得水準に応じた構成割合（応能

割：応益割）となり、市町村間で保険料（税）が同程度に近づくことから、市町

村はその構成割合、賦課方式（三方式）を参考に、所得や被保険者数、世帯状況

など、それぞれの状況に応じた保険料率を定めることとします。 

 

１ 標準的な保険料（税）の算定方式 

 

かつては資産を有する農林水産業及び自営業者が国保の被保険者の中心でし 

たが、現在は就業構造が変化し、無職者や低所得者が多いこと、また、応能負 

担である資産割に用いる固定資産は居住用資産も対象としていることから、資 

産割を除いた三方式とします。 

 

２ 標準的な収納率 

 

標準的な収納率は、市町村における収納率目標とは異なり、道が市町村標準 

保険料率を算定するに当たっての基礎となる数値です。 

仮に実態よりも大幅に高い収納率で市町村標準保険料率を算定した場合に 

は、その市町村標準保険料率を参考にした市町村は、本来必要な保険料（税） 

収入を確保することができなくなるおそれがあります。 

このため、標準的な収納率の設定については、道内市町村の収納率の実態を 

踏まえた実現可能な水準とし、低い収納率になりすぎないようにしながら、市 

町村ごとに設定することとします。 

具体的には、過去３か年の収納率の平均値を標準的な収納率とします。ま 

た、３か年平均の実績で 99％を超えている市町村については、99％で固定する 

ことを原則とし、必要に応じて個別に協議を行うこととします。 

 

３ 健康づくりの費用 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 

次期計画案（新） 現行計画（旧） 主な変更理由 

健康づくりの費用（保健事業費）については各市町村で取組状況が異なるた 

め、当面の間、納付金には含めませんが、市町村標準保険料率の算定上は、納 

付金に加算して算定することとします。 

今後、統一保険料率に向け、納付金算定総額への算入について検討していき 

ます。 

 

４ 市町村標準保険料率 

 

（１）市町村標準保険料率の算定に必要な保険料（税）収納必要額を道が定める 

標準的な収納率で割り戻した後に、当該市町村の被保険者数や所得金額、算 

定方式等に基づき、標準保険料率（三方式）を算定し、市町村に示します。 

 

（２）市町村が四方式を用いている場合は、それによる標準保険料率も算定し、 

市町村に示します。 

 

（３）市町村は、市町村標準保険料率等を参考に、市町村における所得や世帯状 

況など、それぞれの状況に応じた保険料率を定めます。 

 

第６節 納付金算定における葬祭費及び出産育児一時金の取扱い 

  

葬祭費の支給額については、どこの市町村に住んでいても同額の給付が受けら

れるよう、支給金額を３万円に統一し、保険給付費等交付金の対象とし、納付金

算定総額に含めて納付金算定を行います。 

出産育児一時金については、現在、産科医療補償制度加入施設での出産の場合

は、支給額が統一されており、葬祭費と同様に、保険給付費等交付金の対象と

し、納付金算定総額に含めて納付金算定を行います。 

 

第７節 納付金及び標準保険料率算定の全体像 

 

１ 医療分と後期高齢者支援金分、介護納付金分の算定 

健康づくりの費用（保健事業費）については各市町村で取組状況が異なるた 

め、当面の間、納付金には含めませんが、市町村標準保険料率の算定上は、納 

付金に加算して算定することとします。 

今後、統一保険料率に向け、納付金算定総額への算入について検討していき 

ます。 

 

４ 市町村標準保険料率 

 

（１）市町村標準保険料率の算定に必要な保険料（税）収納必要額を道が定める 

標準的な収納率で割り戻した後に、当該市町村の被保険者数や所得金額、算 

定方式等に基づき、標準保険料率（三方式）を算定し、市町村に示します。 

 

（２）市町村が四方式を用いている場合は、それによる標準保険料率も算定し、 

市町村に示します。 

 

（３）市町村は、市町村標準保険料率等を参考に、市町村における所得や世帯状 

況など、それぞれの状況に応じた保険料率を定めます。 

 

第７節 納付金算定における葬祭費及び出産育児一時金の取扱い 

  

葬祭費の支給額については、どこの市町村に住んでいても同額の給付が受けら

れるよう、支給金額を３万円に統一し、保険給付費等交付金の対象とし、納付金

算定総額に含めて納付金算定を行います。 

出産育児一時金については、現在、産科医療補償制度加入施設での出産の場合

は、支給額が統一されており、葬祭費と同様に、保険給付費等交付金の対象と

し、納付金算定総額に含めて納付金算定を行います。 

 

第８節 納付金及び標準保険料率算定の全体像 

 

１ 医療分と後期高齢者支援金分、介護納付金分の算定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○付番の調整 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○付番の調整 
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納付金の算定を行うに当たって、医療分、後期高齢者支援金分及び介護納付 

金分は考慮する要素が異なるため、それぞれ個別に納付金総額と市町村ごとの 

納付金額を算定することとし、最終的に合算します。 

同様に、標準保険料率についても、医療分、後期高齢者支援金分及び介護納 

付金分をそれぞれ個別に算出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納付金の算定を行うに当たって、医療分、後期高齢者支援金分及び介護納付 

金分は考慮する要素が異なるため、それぞれ個別に納付金総額と市町村ごとの 

納付金額を算定することとし、最終的に合算します。 

同様に、標準保険料率についても、医療分、後期高齢者支援金分及び介護納 

付金分をそれぞれ個別に算出します。 

 

２ 退職被保険者＊及び被扶養者に係る納付金 

 

医療分及び後期高齢者支援金分について、退職被保険者及び被扶養者（以下 

「退職被保険者等」という。）に係る納付金は、各市町村の保険料率に基づい 

て算出されることとなるため、一旦、退職被保険者等を除いた一般被保険者分 

のみで納付金算定を行い、市町村標準保険料率を算出した後に、これを基礎と 

して退職被保険者等に係る納付金を市町村ごとに算出して合算し、納付金額に 

含めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○退職者医療制度廃止に伴い
削除 
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次期計画案（新） 現行計画（旧） 主な変更理由 

納付金・激変緩和措置・標準保険料率の算定に係る全体像 

 ① 納付金算定の設定項目 

区  分 
国ガイドライ

ン 

北海道 

備 考 令和６年～ 
令和 12年 

（統一保険

料） 

医 

 

 

   

療 

 

 

    

分 

医療費指数反映係

数(α)  〔P28〕 
０～１ 

０ 

(納付金ベースの統一 ) 
同左 

 

 高額医療費共同負担 

 

       〔P28〕 

実施できる。 実施する。 － 

 

所得反映係数 

 (β・北海道β)  

    〔P27〕 

０～上限なし 

全国平均と比

較した各都道

府県の所得水

準に応じて設

定するのが原

則。 

北海道β 同左 

令和５年度

所得係数は

０．９１

３。 

 応能割と応益割との 

全道段階の比率 

  〔P27〕 

 北海道β：

１が基本 ４８：５２ 同左 

β(北海道

β)に連

動。 

所得水準の精緻化             

〔P28〕 
－ 世帯単位で更なる調整を実施。 

 

葬祭費・出産育児

一時金  〔P29〕 
任意 納付金に含めて算定。 

 

後期高齢者支援金分 

介護納付金分 〔P30〕 

個別に納付金

額を算定し、

合算。 

同 左 

※所得反映係数及び所得水準の

精緻化については、医療分と同

様の措置を講じる。 

 

納付金・激変緩和措置・標準保険料率の算定に係る全体像 

 ① 納付金算定の設定項目 

区  分 
国ガイドライ

ン 

北海道 

備 考 令和３年～５

年 

激変緩和終了

後 

医 

 

 

   

療 

 

 

    

分 

医療費指数反映係

数 (α)   〔P28〕 
０～１ ０．５ 

０ 

(保険料水準統一 ) 

 

 高額医療費共同負担 

 

       〔P29〕 

実施できる。 実施する。 － 

 

所得反映係数 

 (β・北海道β) 

  〔P28〕 

０～上限なし 

全国平均と比

較した各都道

府県の所得水

準に応じて設

定するのが原

則。 

０．８２ 
北海道β 

(０．８９３) 

０．８９３

は令和２年

度所得係

数。 

 応能割と応益割との 

全道段階の比率 

   〔P28〕 

 北海道β：

１が基本 ４５：５５ 

４７：５３ 

(0.893の数

値)をめざす 

β(北海道

β)に連

動。 

所得水準の精緻化 

          〔P28〕 
－ 世帯単位で更なる調整を実施。 

 

葬祭費・出産育児

一時金  〔P31〕 
任意 納付金に含めて算定。 

 

退職被保険者・被

扶養者 

〔P31〕 

一般被保険者

について納付

金を算定した

後、合算。 

同 左 

国のガイド

ラインどお

り。 

 
○時点更新 
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次期計画案（新） 現行計画（旧） 主な変更理由 

 

 

 

 

 

統一保険料実現に向け

た公費共通化対象項目 

任意 ・出産育児一

時金 

・財政安定化

支援事業 

・国特別調整

交付金（精

神・結核の

み） 

・保健事業費 

・特定健康診

査に要する費

用 

・国特別調整

交付金 

・努力支援制

度交付金（都

道府県分） 

・都道府県２

号繰入金 

・保険者支援

分 

・過年度保険

料収納額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後期高齢者支援金分 

介護納付金分    

〔P31〕 

個別に納付金

額を算定し、

合算。 

同 左 

※所得反映係数及び所得水準の

精緻化については、医療分と同

様の措置を講じる。 

 

 

激変緩和措置 

                 

〔P29〕 

対象範囲は各

都道府県が設

定。 

対前年度増加

率が２％を超

える額を対

象。 

 

 

当分の間、

H28年度ま

たは H29年

度決算額を

基準。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－ 
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次期計画案（新） 現行計画（旧） 主な変更理由 

 ② 納付金算定の数式 

   市町村の納付金の額 

   ＝（北海道での必要総額） 

     ×｛α・(年齢調整後の医療費指数－１)＋１｝ 

      ×｛β・(所得のシェア)＋１・(被保険者数・世帯数のシェア）｝／（１＋β） 

      × γ 

    ※ 国のガイドラインで示されている納付金算定式。 

    ※ 今後の納付金算定の基本となるが、これと異なる算式とすることも検討対象。 

【納付金算定のイメージ】 

 

        所得水準(所得シェア)に     被保険者数・世帯数のシェアに 

  医療費    応じた按分額             応じた按分額 

水 準 

反映(α)   医療費水準を反映         医療費水準を反映 

又は反映しない          又は反映しない 

＜応能割＞             ＜応益割＞ 

           所得水準に応じた按分       被保険者数・世帯数に 

応じた按分 

所得水準を反映(β)  

○ 「シェア」とは、各市町村の算定項目（所得、被保険者数、世帯数）が 

         全道に占める割合。 

     ○ 医療費水準をどの程度反映するかは、係数αにより調整。             

       ○ 所得シェアをどの程度反映して、応能割と応益割との割合をどのように 

         するかは、係数βにより調整。 

 

 ③ 市町村標準保険料率〔P28〕の算定に必要な保険料収納必要額の算定 

 

各市町村の収納必要額  ＝  

納付金 ＋ 健康づくり等の費用〔P29〕 － 保険者努力支援制度の交付 

金等 

② 納付金算定の数式 

   市町村の納付金の額 

   ＝（北海道での必要総額） 

     ×｛α・(年齢調整後の医療費指数－１)＋１｝ 

      ×｛β・(所得のシェア)＋１・(被保険者数・世帯数のシェア）｝／（１＋β） 

      × γ 

    ※ 国のガイドラインで示されている納付金算定式。 

    ※ 今後の納付金算定の基本となるが、これと異なる算式とすることも検討対象。 

【納付金算定のイメージ】 

 

        所得水準(所得シェア)に     被保険者数・世帯数のシェアに 

  医療費    応じた按分額             応じた按分額 

水 準 

反映(α)   医療費水準を反映         医療費水準を反映 

又は反映しない          又は反映しない 

＜応能割＞             ＜応益割＞ 

           所得水準に応じた按分       被保険者数・世帯数に 

                          応じた按分 

所得水準を反映(β又はβ’)  

○ 「シェア」とは、各市町村の算定項目（所得、被保険者数、世帯数）が 

         全道に占める割合。 

     ○ 医療費水準をどの程度反映するかは、係数αにより調整。             

       ○ 所得シェアをどの程度反映して、応能割と応益割との割合をどのように 

         するかは、係数β又はβ’により調整。 

 

 ③ 市町村標準保険料率〔P30〕の算定に必要な保険料収納必要額の算定 

 

各市町村の収納必要額  ＝  

納付金 ＋ 健康づくり等の費用〔P30〕 － 保険者努力支援制度の交付 

金等 

 
○時点更新 
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 ④ 市町村標準保険料率の算定 

 

  ・標準的な収納率〔P29〕は、過去３か年平均を用いる。 

  ・市町村の保険料総額 ＝ 収納必要額 ÷ 標準的な収納率 

  ・市町村標準保険料率 ＝ 市町村の保険料総額を基に算定。 

 

【令和５年度】納付金(①～④)･保険料収納必要額(⑤)･標準保険料率(⑥)算定の

主な流れ 

 

① 全道で必要な納付金総額を算出。 

  ◆ 医療費などの見込みから国交付金などを除いて算出。 

○ 納付金総額 ＝ 医療費等 － 国・道交付金 － 前期高齢者交付金等  

   (約 1,484億円) (約 4,703億円)  (約 1,597億円)    (約 1,622億円) 

② 所得水準の反映係数βを設定し、応能割分と応益割分の道全体額を

算出。 

 ◆ 「所得水準の反映度」と「[道全体での]応能割と応益割との比

率」とを設定。 

   ※ 応能割：所得割のみ 

  ※ 応益割：被保険者均等割＋世帯別平等割 

  ◆ 応益割について、被保険者均等割と世帯別平等割との比率を設

定。 

  ※ 被保険者均等割：世帯別平等割＝60：40とする。 

 

○ 「所得水準の反映度」は所得の高い市町村への影響を考慮し、国基準であ   

 る北海道β（R5：0.913）よりも低いβ＝0.82で設定。※R6より北海道βに 

て算定 

 ○ 上記により、道全体で、応能割：応益割＝45：55となる。 

 

 ④ 市町村標準保険料率の算定 

 

  ・標準的な収納率〔P30〕は、過去３か年平均を用いる。 

  ・市町村の保険料総額 ＝ 収納必要額 ÷ 標準的な収納率 

  ・市町村標準保険料率 ＝ 市町村の保険料総額を基に算定。 

 

【令和２年度】納付金(①～④)･保険料収納必要額(⑤)･標準保険料率(⑥)算定の

主な流れ 

 

① 全道で必要な納付金総額を算出。 

  ◆ 医療費などの見込みから国交付金などを除いて算出。 

○ 納付金総額 ＝ 医療費等 － 国・道交付金 － 前期高齢者交付金等  

   (約 1,501億円) (約 4,777億円)  (約 1,567億円)    (約 1,709億円 

② 所得水準の反映係数βを設定し、応能割分と応益割分の道全体額を

算出。 

 ◆ 「所得水準の反映度」と「[道全体での]応能割と応益割との比

率」とを設定。 

   ※ 応能割：所得割のみ 

  ※ 応益割：被保険者均等割＋世帯別平等割 

  ◆ 応益割について、被保険者均等割と世帯別平等割との比率を設

定。 

  ※ 旧政令基準である被保険者均等割：世帯別平等割＝35：15とす

る。 

 ○ 「所得水準の反映度」は所得の高い市町村への影響を考慮し、国基準であ   

 る北海道β（R2：0.893）よりも低いβ＝0.75で設定。 

 

 ○ 上記により、道全体で、応能割：応益割＝43：57となる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○時点更新 
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道
全
体
額 

・応能割分：約 1,484億円×0.45＝約 668億円（ア） 

・応益割分：約 1,484億円×0.55＝約 816億円（イ） 

   被保険者均等割分：約 816億円×60/100＝約 490億円 

  世帯別平等割分 ：約 816億円×40/100＝約 326億円 

 

③ ②の応能割分と応益割分に市町村ごとの各シェアを乗じて算出した

もの合算して、各市町村の配分額を算定。 

○  当該市町村の応能割分 

  ＝（ア）×当該市町村の所得が全道に占める割合（所得シェア） 

  ○ 当該市町村の応益割分 

  ＝（イ）×当該市町村の被保険者数と世帯数が全道に占める割合（被保険

者・世帯シェア） 

④ 医療費水準の反映係数αを設定し、各市町村の医療費指数と③の各

市町村の配分額とに乗じて納付金の額（市町村ごとの納付金基礎額）を

算定。 

○ 医療費水準の反映係数αは、0.5で設定。※R6よりα＝0にて算定 

       ・保険財政共同安定化事業の拠出金割合の多くが、被保険者割と医療費 

割との比率を 50対 50で設定している。 

    ・保険料水準の統一への道筋をつける。 

  ○ 各市町村の医療費指数は、高額医療費（80万円超分）共同負担を反映して

算出。 

  ○ 各市町村の納付金額 ＝｛α × (市町村ごとの医療費指数－１)＋１｝×     

  ③ 

  ※ 納付金の内訳である「医療分」と「後期高齢者支援金分」、「介護納付金 

分」のうち「医療分」にのみ医療費水準を反映する。 

⑤ ④に市町村ごとの健康づくりなどの費用を加えたものから、保険者

努力支援制度の交付金等を差し引いて、各市町村の「保険料収納必要

額」を算定。 

  ○ 各市町村の保険料収納必要額 

道
全
体
額 

・応能割分：約 1,501億円×0.43＝約 645億円（ア） 

・応益割分：約 1,501億円×0.57＝約 856億円（イ） 

   被保険者均等割分：約 856億円×35/50＝約 599億円 

  世帯別平等割分 ：約 856億円×15/50＝約 257億円 

 

③ ②の応能割分と応益割分に市町村ごとの各シェアを乗じて算出した

もの合算して、各市町村の配分額を算定。 

○  当該市町村の応能割分 

  ＝（ア）×当該市町村の所得が全道に占める割合（所得シェア） 

  ○ 当該市町村の応益割分 

  ＝（イ）×当該市町村の被保険者数と世帯数が全道に占める割合（被保険

者・世帯シェア） 

④ 医療費水準の反映係数αを設定し、各市町村の医療費指数と③の各

市町村の配分額とに乗じて納付金の額（市町村ごとの納付金基礎額）を

算定。 

○ 医療費水準の反映係数αは、0.5で設定。 

       ・保険財政共同安定化事業の拠出金割合の多くが、被保険者割と医療費 

割との比率を 50対 50で設定している。 

    ・保険料水準の統一への道筋をつける。 

  ○ 各市町村の医療費指数は、高額医療費（80万円超分）共同負担を反映して

算出。 

  ○ 各市町村の納付金額 ＝｛α × (市町村ごとの医療費指数－１)＋１｝×     

  ③ 

  ※ 納付金の内訳である「医療分」と「後期高齢者支援金分」、「介護納付金 

分」のうち「医療分」にのみ医療費水準を反映する。 

⑤ ④に市町村ごとの健康づくりなどの費用を加えたものから、保険者

努力支援制度の交付金等を差し引いて、各市町村の「保険料収納必要

額」を算定。 

  ○ 各市町村の保険料収納必要額 
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  ＝ ④ ＋ 健康づくり等の費用 － 保険者努力支援制度の交付金等 

⑥ ⑤を市町村ごとの標準的な収納率で割り戻して、当該市町村の「保険

料総額」を算出した上で、それを基に市町村標準保険料率を算定。 

 ○ 標準的な収納率は、過去３か年平均を用いる。 

  ○ 市町村の保険料総額 ＝ ⑤ ÷ 標準的な収納率 

 ○ 市町村標準保険料率 ＝ 市町村の保険料総額を基に算定 

 

第４章 保険料（税）の徴収の適正な実施 

 

第１節 目指す姿 

 

北海道では保険料水準の統一による「加入者負担の公平化」を目指しており、

その達成には、各市町村の収納率差による保険料負担差を公平化する必要があり

ます。 

そのため、道と各市町村が一体となって収納事務の平準化及び収納率の向上に

よる収納率差の縮小に資する取組を実施します。 

 

図 13 収納率向上に向けた取組の全体像 

 

 

  ＝ ④ ＋ 健康づくり等の費用 － 保険者努力支援制度の交付金等 

⑥ ⑤を市町村ごとの標準的な収納率で割り戻して、当該市町村の「保険

料総額」を算出した上で、それを基に市町村標準保険料率を算定。 

 ○ 標準的な収納率は、過去３か年平均を用いる。 

  ○ 市町村の保険料総額 ＝ ⑤ ÷ 標準的な収納率 

 ○ 市町村標準保険料率 ＝ 市町村の保険料総額を基に算定 

 

第４章 保険料（税）の徴収の適正な実施 

 

第１節 目指す姿 

 

 

 

 

道と各市町村が一体となって収納率の底上げを図る取組を実施し、もって市町

村間の収納率の差を縮小することで、被保険者間の負担の公平化を目指します。 

 

図 13 収納率向上に向けた取組の全体像 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○保険料水準の統一を踏まえ
た表現とするため記載 
 
 
 
○市町村意見を踏まえ修正 
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【市町村の標準的取組（標準例）】

（口座振替・新規滞納者に対する早期納付勧奨)


